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１．計画の策定にあたって 

 

 障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」（以下、「障害者総合支援法」）及び「児童福祉法」の基本指針に即して定めます。また、

第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画は、第４期障がい福祉計画の実績を踏まえ、策

定します。 

 なお、「障害者総合支援法」第８８条第６項において、障がい福祉計画と障がい児福祉計画を一

体的に定めることができると規定されていることから、本市は一体的に定めることとします。 

 

１）第 5期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画に定める事項 

 障害者総合支援法第８８条、児童福祉法第３３条の２０の規定に基づき、国の基本指針に沿っ

て、計画の方針、障がい福祉サービス・障がい児支援等の見込量、地域生活支援事業の見込み及

び提供体制の確保に関する事項を定めます。 

＜定める事項＞ 

○障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項 

○各年度における指定障がい福祉サービス及び相談支援の種類ごとの必要量の見込み 

○地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

○障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

○各年度における指定通所支援又は指定障がい児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

 

２）第 5期障がい福祉計画・第１期障がい福祉計画の期間 

 第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画の期間は「障害者総合支援法」に基づく基本

指針で定めるとおり 3年間とし、平成３０年度から平成３２年度までとします。 

 

３）第 5期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画策定のポイント 

○計画の方針は第 4期を踏襲しつつ、課題の変化に臨機応変に対応します。 

  第４期障がい福祉計画策定時の基本指針において示した考え方を基本的に踏襲しつつ、共生

社会の実現や障がい児発達支援の充実等、社会の課題の変化にも適切に対応します。 

○第 4期計画の進捗状況の分析と評価に基づく計画とします。 

第 4 期障がい福祉計画の実績の基づき、第 5 期障がい福祉計画・第 1 期障がい児福祉計画

に向けた課題の整理を行い、それらを踏まえサービス基盤整備を推進します。こうした取り組

みを念頭に置き、数値目標及びサービス見込み量を設定します。 
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２．計画の方針 

１）基本的な考え方 

○障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援の実施 

共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮する

とともに、障がい者等が必要とする障がい福祉サービス等の支援を受けつつ、その自立と社会

参加の実現を図っていくことを基本として、障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の

提供体制の整備を進めます。 

 

○障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 

  身体障がい、知的障がい、精神障がい又は難病など、障がいの種別にかかわらず、等しくサ

ービスが利用できるよう、市内の相談支援事業「なんでも・そうだん・やまと」と連携し、支援

を実施していきます。 

 

○入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応し

たサービス提供体制の整備 

障がい者等の自立支援の観点から、地域移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課

題に対応できるサービスの提供体制の整備を進めます。そのために、地域生活支援拠点機能や

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム体制の整備を進めます。 

 

○地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生き

がいをともに創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向け、地域の実情に応じた柔

軟なサービス提供や、福祉、医療、保育、教育等が一体となった支援体制の整備を進めます。 

 

○障がい児の健やかな育成のための発達支援の実施 

質の高い専門的な発達支援を行う障がい児通所支援等の充実を図るとともに、障がい児のラ

イフステージに沿って切れ目のない一貫した支援を提供する体制の整備を進めます。 

 

 

以上の考え方に基づき、第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画の数値目標と見込量の

設定を行いました。 
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２）福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標値 

 

（国の指針） 

数値目標設定の考え方 

・平成３２年度末において、平成２８年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活

に移行することとする。 

・平成３２年度末において、平成２８年度末時点の施設入所者数の２％以上を削減する。 

 

（本市の考え方） 

（１）福祉施設から地域生活への移行者数 

 平成２８年度末時点での施設入所者の９％以上が地域生活に移行することを基本とする国の指

針に留意し、平成２９年度の動向を含むこれまでの実績、施設に入所している障がい者の状況や

ニーズ、今後のグループホームの整備見通しなどを総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定

します。 

 

（２）施設入所者数の削減 

 平成２８年度末時点の２％以上の削減を目指すという国の指針については、将来に向けた長期

的な目標として、その趣旨は尊重しつつ、平成２９年度の動向を含むこれまでの実績、施設に入

所している障がい者の状況やニーズ、今後のグループホームの整備見通しなどを総合的に勘案し、

実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（具体的目標） 

項目 数値 考え方 

平成２８年度末の入所者数

（Ａ） 
１５４人 平成２８年度末の数 

【目標値】地域生活移行 

（Ｂ） 

１４人 

（９．１％） 

（Ａ）のうち、平成３２年度末までに

地域移行する方の目標数 

新たな施設入所利用者数 

（Ｃ） 
１４人 

平成３２年度末までに新たに施設入

所支援が必要な利用人員見込 

平成３２年度末の入所者数

（Ｄ） 
１５４人 

平成３２年度末の利用人員見込 

（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

【目標値】入所者減少見込 

（Ｅ） 
０人 差引減少見込数（Ａ－Ｄ） 
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３）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末までに、各市町村または各圏域に保健、医療、福祉関係者による協議の

場を設置する。 

 

（本市の考え方） 

 平成３２年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者

による協議の場を設置するという国の指針を踏まえ、既存の協議会の活用も考慮に入れつつ、精

神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの体制を整備します。 

 

（具体的目標） 

項目 方策 

保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場の設置 

平成３２年度末までに、保健、医療、福祉関係者による協

議の場を設置します。 

 

 

 

４）地域生活支援拠点等の整備 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末までに、各市町村または各圏域に少なくとも１つ整備する。 

 

（本市の考え方） 

 県の事業や地域における既存施設・事業所の機能を活用し、面的な機能整備により効果的な支

援体制を整備するよう努めてきました。これらの施設の機能、連携強化に向けて、更なる整備を

図ります。 

 

（具体的目標） 

項目 方策 

地域生活支援拠点の等の整備 地域における既存の施設・事業所の有する有機的な連携

により、面的な機能整備、連携強化を行います。 
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５）福祉施設から一般就労への移行等 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・一般就労への移行実績を、平成３２年度において、平成２８年度の移行実績の１．５倍

以上とする。 

・平成３２年度末における就労移行支援事業の利用者数を、平成２８年度末における利

用者数の２割以上増加する。 

・平成３２年度末において、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とする。 

・平成３２年度末において、就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の

職場定着率を８割以上とする。 

 

（本市の考え方） 

（１）福祉施設から一般就労への移行者数 

 平成２８年度の一般就労への移行実績の１．５倍以上とする国の指針に留意しつつ、これまで

の実績、福祉施設を利用している障がい者のニーズ、ハローワーク等の労働施策との連携体制な

どを総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（２）就労移行支援事業の利用者数 

 平成２８年度末の就労移行支援事業者数の２割以上を増加するという国の指針留意しつつ、こ

れまでの実績、福祉施設を利用している障がい者の状況やニーズ、就労移行支援事業所の状況な

どを総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（３）就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

 実利用者の就労移行率が３割以上である事業所の比率が、事業所全体の５割以上とする国の指

針に留意しつつ、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（４）就労定着支援事業による職場定着率 

 就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上とする国の指

針に留意しつつ、実情を踏まえて目標を設定します。 
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（具体的目標） 

項目 数値 考え方 

平成２８年度一般就労者数 ３０人 平成２８年度実績 

【目標値】平成３２年度一般就労者数 
４５人 

（1．５倍） 
平成３２年度目標数 

平成２８年度就労移行支援事業の利

用者数 
７５人 平成２８年度実績 

【目標値】平成３２年度就労移行支援

事業の利用者数 

11８人 

（6割増） 

平成３２年度目標数 

（参考：指針による目標値９０人） 

【目標値】就労移行率が３割以上の就

労移行支援事業所の割合 
5割 平成３２年度末目標 

【目標値】就労定着支援事業の支援開

始から１年後の職場定着率 

8割 平成 31年度末目標 

8割 平成 32年度末目標 

 

 

 

６）障がい児支援の提供体制の整備等 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末までに、児童発達支援センターを１カ所以上設置する。 

・平成３２年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

・平成３２年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所を１カ所以上確保する。 

・平成３０年度末までに、各市町村または各圏域に保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等、医療的ケア児支援の関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 

 

（本市の考え方） 

（１）児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築 

 児童発達支援センターは、障がいの重度化や重複化に対応する専門的機能の強化を図り、地

域の専門的な通所拠点施設として位置付け、重層的な障がい児通所支援体制を構築します。 

 

（２）保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

 障がい児の地域社会への参加を推進するため、保育所等訪問支援の安定した利用の促進を図

ります。 
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（３）重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事

業所の確保 

 主に重症心身障がい児を支援するため、児童発達支援センター及び専門的機能を有した事業

所の利用促進を図ります。 

 

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保健・医療・障がい福祉・保育・教育などの

関係機関が連携を図るための協議を進めます。 

 

（具体的目標） 

項目 数値 方策 

児童発達支援センターを中核と 

した重層的な地域支援体制の構築 
１カ所 

児童発達支援センター第１松風園を中核と

し、より重層的な地域支援体制の構築を目指

します。 

保育所等訪問支援を利用できる 

体制の構築 
１カ所 

既存の市内事業所を中心に、更なる安定利用

の促進を図ります。 

重症心身障がい児を支援する「①児

童発達支援事業所」及び「②放課後

等デイサービス事業所」の確保 

① ２カ所 既存の市内事業所を中心に、更なる安定利用

の促進を図ります。 
② ２カ所 

医療的ケア児支援のための関係 

機関の協議の場の設置 
有 

障害者自立支援協議会で行われている協議

を深め、関係機関の更なる連携を進めます。 
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３．障がい者福祉サービス及び障がい児支援の種類ごとの必

要量の見込み 

 

居宅介護（ホームヘルプ）・生活介護・就労移行支援・児童発達支援・短期入所等の指定障がい

者福祉サービス、指定相談支援、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の平成３２年度までの

必要量を実績に応じて見込んでいます。 

なお、「障害者総合支援法」及び計画の基本指針にならい、障がい児・者を複合した表記を“障

がい者等”としています。 

  

１）訪問系サービス 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

居宅介護 
障がい者等に対して、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護

を行います。 

重度訪問介護 
常時介護を必要とする障がい者に対して、入浴・排せつ・食事、外出

時の移動中の介護を総合的に行います。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいによって行動上著しく困難であって、常時

介護を必要とする障がい者等に対して、行動する際に生じる危険を回

避するために必要な援護や外出時の移動中の介護等を行います。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とする障がい者等に対して、介護の必要度が著しく高

い場合に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

同行援護 
視覚障がい者等が外出するときに、移動に必要な情報や、必要な援護

を行います。 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

訪問系サービス 

（合計） 

時間 ３，７８４ ３，９２７ ４，３６２ ４，５３７ 

人 ２３８ ２５１ ２６２ ２７１ 
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２）日中活動系サービス 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

生活介護 
常に介護を必要とする障がい者に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護

などを行うとともに、創作的活動、生産活動の機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 
障がい者が自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、

機能向上の訓練を行います。 

機能訓練：身体機能の向上訓練を行います。 

生活訓練：生活能力の向上訓練を行います。 
自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 
一般企業などへの就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要

な知識や能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型 
一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

Ａ型：雇用型 

Ｂ型：非雇用型 
就労継続支援Ｂ型 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般企業に就労した障がい者に、就労に

伴う生活面の課題に対応するため、一定期間、事業所、家族などの連

絡調整を行います。（平成 30年度新設） 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする障がい者に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 

短期入所（福祉型） 
障がい者等を自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も

含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

福祉型：障がい者支援施設等において実施します。 

医療型：病院、診療所、介護老人保健施設において実施します。 
短期入所（医療型） 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

生活介護 

人日 ５，９９２ ６，０９１ ６，３３５ ６，５８０ 

実利用者数 

（人） 
３１５ ３２４ ３３７ ３５０ 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日 ２３ ４６ ４６ ４６ 

実利用者数 

（人） 
１ ２ ２ ２ 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日 １４４ ２７８ ２９９ ３２２ 

実利用者数 

（人） 
１１ １２ １３ １４ 



障がい福祉計画・障がい児福祉計画（案）          資料２ 

10 

 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

就労移行支援 

人日 １，６６７ １，８２４ ２，０３３ ２，２４２ 

実利用者数 

（人） 
８８ ９６ １０７ １１８ 

就労継続支援Ａ型 

人日 ６１６ ６８０ ７６０ ８４０ 

実利用者数 

（人） 
３１ ３４ ３８ ４２ 

就労継続支援Ｂ型 

人日 ５，２８３ ５，５５９ ５，７２９ ５，８９９ 

実利用者数 

（人） 
３２０ ３２７ ３３７ ３４７ 

就労定着支援 
実利用者数 

（人） 
（新設） ３５ ４０ ４５ 

療養介護 
年間見込量 

（人） 
１６ １７ １８ １９ 

短期入所（福祉型） 

人日 ４０７ ４５７ ４６６ ４７８ 

実利用者数 

（人） 
８１ ８４ ８６ ９０ 

短期入所（医療型） 

人日 ５５ ５５ ５８ ５８ 

実利用者数 

（人） 
１８ １８ １９ １９ 

 

 

 

３）居住系サービス 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

共同生活援助 
夜間や休日、共同生活を行う居住において、障がい者の相談や日常

生活上のサービスを提供します。 

施設入所支援 
施設に入所する障がい者に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事等の

サービスを提供します。 

自立生活援助 

共同生活援助や施設入所を利用していた障がい者が一人暮らしへ

の移行を希望する場合に、本人の意思を尊重した地域生活を支援

するため、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により適時な

タイミングで適切なサービスを提供します。（平成 30年度新設） 
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（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

共同生活援助 人／月 １７２ １８２ １９２ ２０２ 

施設入所支援 人／月 １６１ １６３ １６５ １６７ 

自立生活援助 人／月 （新設） ０ １ １ 

 

 

 

４）計画相談支援 

 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

計画相談支援 
障がい者の総合的な相談やサービスの利用援助など、サービス利

用計画1の作成等を行います。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障がい者の総合的な相談やサービスの利用援助など、サービス利

用計画の作成等を行います。 

地域移行支援：入院中から、住居の確保や新生活の準備等の支援を

行います。 

地域定着支援：地域生活している者に対し、24時間の連絡相談等

のサポートを行います。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

計画相談支援 人／月 １４４ １５５ １６５ １７５ 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人／年 １ １ ２ ２ 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人／年 １ １ ２ ２ 

 

 

  

                                                   
1 サービス利用計画 

障がい者が障がい福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて指

定相談支援事業者が作成する。指定相談支援事業者は障がい者の心身の状況、環境、サービス

利用に関する意向その他の事情を勘案して、利用するサービスの種類、内容等についての計画

を立てるとともに、サービス提供が確保されるように関係機関との連絡調整等を行う。 
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５）障がい児通所支援（障がい児福祉サービス） 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練等を行います。 

医療型児童発達支援 重症心身障がい児を対象に児童発達支援および治療を行います。 

放課後等デイサービス 
授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必

要な訓練、社会との交流の促進等、必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援等、必要な支援を行いま

す。 

居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障がい児であって障害児通所支援を受けるために外出

することが困難な障がい児を対象に、自宅を訪問して児童発達支

援を行います。（平成 30年度新設） 

障害児相談支援 
障害児通所支援の利用を希望する障がい児を対象に、障がい児支

援利用計画2を作成します。 

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置人数 

重度かつ医療的ケアを要する障がい児に対して、福祉、医療、保

育、教育等の関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置

します。 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

児童発達支援 

人日 １，３４９ １，３４９ １，４１９ １，４８９ 

実利用者数

（人） 
２４４ ２４４ ２６４ ２８４ 

医療型    

児童発達支援 

人日 ０ ０ ０ ０ 

実利用者数

（人） 
０ ０ ０ ０ 

放課後等   

デイサービス 

人日 ３，１０６ ３，５９０ ４，０４０ ４，４９０ 

実利用者数 

（人） 
５８７ ６７１ ７５５ ８３９ 

保育所等訪問 

支援 

人日 １６ １７ ２０ ２４ 

実利用者数 

（人） 
１４ １４ １７ ２０ 

                                                   
2障がい児が障害児通所支援を適切に利用できるよう、利用者の依頼を受けて指定障がい児相談

支援事業者が作成する。事業者は障がい児の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その

他の事情を勘案して、利用するサービスの種類、内容等について計画を立てるとともに、サービ

ス提供が確保されるように関係機関との連絡調整等を行う。 
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サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

居宅訪問型  

児童発達支援 

人日 

（新設） 

０ ０ ５ 

実利用者数

（人） 
０ ０ １ 

障害児相談支援 人 ７８ ８３ ９０ ９７ 

医療的ケア児に

対する関連分野

の支援を調整す

るコーディネー

ターの配置人数 

人 （新設） ０ ０ １ 
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４．地域生活支援事業の内容及び必要量の見込み 

 意思疎通支援事業・移動支援事業・日中一時支援事業等の地域生活支援事業について平成３２

年度までの必要量を実績に応じ見込んでいます。 

 

１）理解促進研修・啓発事業 

 障がい者等の日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい

者等への理解を深めるための研修・啓発事業を行います。 

 

次のような事業を行います。 

・教室等の開催 

・イベントの開催 

 

第 5期計画では、国の指針に基づき、事業の実施の有無を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

理解促進研修・啓発事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 

 

２）自発的活動支援事業 

 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、

地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業を行います。 

 

次のような事業を行います。 

・ピアサポート事業 

・ボランティア活動支援 

 

第 5期計画では、国の指針に基づき、事業の実施の有無を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

理解促進研修・啓発事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 
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３）相談支援事業 

事業として、次のような支援を行います。 

・福祉サービスに係る情報の提供 

・地域での生活をしていくための支援 

・権利擁護のための必要な援助 

・専門のサービス提供機関 

 

自立支援協議会を設置し、相談事業の評価や困難事例への対応に係わる調整を行います。 

第 5期計画では、相談支援各事業別に実施の有無を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

相談支援事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

相
談
支
援 

障害者相談支援

事業 

実施見込

み箇所数 
４箇所 ４箇所 ４箇所 ４箇所 

地域自立支援協

議会 

実施見込

みの有無 
有 有 有 有 

基幹相談支援センタ

ー 

実施見込

みの有無 
有 有 有 有 

基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業 

実施見込

みの有無 
有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 
実施見込

みの有無 
有 有 有 有 

 

 

４）成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的又は精神障がい者等に対し、成年

後見制度の利用を支援することにより、障がい者等の権利擁護を図ることを目的に事業を行いま

す。 

 

第 5期計画は、国の指針に基づき、事業の実利用者数を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

成年後見制度利用支援事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 
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５）成年後見制度法人後見支援事業 

 

 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備す

るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する事業です。 

 

第 5期計画は、国の指針に基づき、事業の実施の有無を見込みました。  

 

（年度別の見込） 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 

 

 

６）意思疎通支援事業 

 意思疎通支援事業として、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのために意思疎通を図

ることに支障がある障がい者等に対して、手話通訳者・要約筆記者3派遣事業、手話通訳者設置事

業を行います。 

 第 5期計画では、手話通訳者・要約筆記者派遣事業の延べ利用人数及び手話通訳設置事業の実

設置者数」を本市の実績に基づき見込みました。 

 

（年度別の見込） 

意思疎通支援事業 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

手話通訳者派遣事業

の延べ利用者数 
人 ４５２ ４６２ ４７２ ４８２ 

要約筆記派遣事業の

延べ利用者数 
人 １４ １８ ２４ ３０ 

手話通訳者設置事業

の実設置者数 
人 ２ ２ ２ ２ 

 

  

                                                   
3要約筆記者（筆記通訳者） 

話の内容を筆記により伝えることで、聴覚障がいや音声言語機能障がいのある人のコミュニケ

ーションを支援する人。 
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７）日常生活用具給付等事業 

 日常生活用具給付等事業として、在宅の重度の障がい者等を対象に、日常生活上の困難を解消

するための用具を給付します。 

 

第 5期計画では、用具の種類ごとの実績を基に勘案し、推計しました。 

 

（年度別の年あたりの見込量） 

日常生活用具給付等

事業 
単位 

平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

給付等見込件数 件 ４，３９７ ４，６８２ ４，９６７ ５，２５２ 

 

８）手話奉仕員養成研修事業 

 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通

を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

手話奉仕員を養成するための研修を行います。 

 

第 5期計画は、国の指針に基づき、養成講習終了者数を見込みました。 

 

（年度別の年あたりの見込量） 

手話奉仕員養成研修

事業 
単位 

平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

養成講習修了者数 人 ２７ ３０ ３０ ３０ 

 

９）移動支援事業 

 移動支援事業は、身体障がいのうち全身性障がい、知的障がい及び精神障がい者等が移動する

際の支援を行います。 

 

第 5期計画では、障がい者等の実利用見込者数、延べ利用見込時間を基に推計しました。 

 

（年度別の年あたりの見込量） 

移動支援事業 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数 人 ２８６ ３１６ ３２９ ３４３ 

延べ利用時間数 時間 ２６，０８８ ２７，９９０ ２９，２２６ ３０，５２４ 
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１０）地域活動支援センター 

障がいのある方の日中活動（創作活動や社会交流的活動等）の場を提供する事業で、定員規模

や事業所によって活動内容が異なります。 

第 5期計画では、「市内、市外別の実施箇所数・実利用者数」を勘案し推計しました。 

 

（年度別の見込量） 

地域活動支援センター 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

市
内 

実施箇所数 箇所 １ １ １ １ 

実利用者数 人 １２５ １３０ １３５ １４０ 

市
外 

実施箇所数 箇所 ２ ２ ２ ２ 

実利用者数 人 ２ ２ ２ ２ 

 

１１）日中一時支援事業 

 主に障がいのある児童を対象に、緊急一時を含めた日中の預かりを行います。 

第 5期では、障がい者等の年あたりの実利用見込者数に基づき算出しました。 

 

（年度別の見込量） 

日中一時支援事業 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用者数 人 ４，１４３ ４，２３５ ４，２９６ ４，３５８ 

 

１２）訪問入浴サービス 

 ホームヘルパー対応では入浴が困難で、かつ施設にも通所できない重度障がい者等を対象に、

入浴車による訪問入浴サービスを提供します。 

第 5 期計画では、年あたりの実利用者の増加状況と一人当たり年間利用回数から見込みました。 

 

（年度別の見込量） 

訪問入浴 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用者数 人 ８４８ ９３１ １，０１４ １，１０５ 
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５．目標値と必要量を確保するための方策 

  

１）適切な障がい福祉サービス等の提供体制の整備 

 本市では、障がい者等が個人として尊重され、能力や適性に応じて地域の中で日常生活や社会

生活を送ることができるよう、自立と社会参加をサポートしていくための福祉施設として、市障

害者自立支援センターを設置しています。 

今後も、市障害者自立支援センターを中核として、市内４箇所で相談支援事業を実施し、障が

い福祉サービス等の利用などの相談を通じて、また、市障害者自立支援協議会を活用し利用者ニ

ーズを把握し、適切な障がい福祉サービス等を円滑に提供できるよう体制を整えます。 

 

２）障がい福祉サービス等を提供する事業者の充実 

 本市では、数多くの障がい福祉サービス等提供事業者があり、障がい者等の日常生活を支援し

ていますが、利用者からのニーズに対応するために、個々の障がい特性に応じた多種多様な支援

が求められます。 

 このため、地域で活動している様々な団体や非営利活動法人等に対して研修を実施するなどに

より育成を行うとともに、新たな障がい福祉サービス等提供事業者を誘導するなど、見込み量の

確保のための基盤の充実を図ります。 

 

３）近隣市町村等との広域的な連携 

 本市では、障がい者等の地域生活を支援するため、市内のみならず広域的な連携のもとで事業

を展開してきました。多様化するニーズに対応し、障がい福祉サービス等が選択できる環境を確

保するためには、引き続き広域での連携体制は欠かせないものと考えます。 

 今後も、市民生活のニーズに応えていける環境づくりを進められるよう、近隣市町村や県の関

係機関との連携をしていきます。 

 

 

 

 

 

 


